
 

日光市中小事業者等省電力設備導入費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、エネルギー価格の高騰を踏まえ、省エネルギー性能の高い設

備（以下「省電力設備」という。）の導入を支援することにより、中小事業者等

におけるエネルギーコストの削減及び収益構造の改善並びに温室効果ガス排出量

の削減を図るため、省電力設備の導入に要する経費の一部を補助する日光市中小

事業者等省電力設備導入費補助金（以下「補助金」という。）について、日光市

補助金等交付規則（平成１８年日光市規則第５９号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、既

存の事業用設備を省電力設備に更新する事業とする。 

（補助対象設備） 

第３条 補助の対象となる省電力設備（以下「補助対象設備」という。） は、別表

のとおりとする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する法人（み

なし大企業は除く。）又は個人 

(２) 市内に本店又は事業所を有する者で、補助金の交付申請の時点において、

創業から１２月を経過している者 

(３) 受給後も事業を継続する意思を有する者 

(４) 市税及び公共料金を完納している者 

(５) 日光市暴力団排除条例（平成２４年条例第４号）第２条第１号に規定する

暴力団等に該当しない者 

(６) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第５項に規定する営業に係る事業を行う者又は当該営業に係る

同条第１３項に規定する接客業務受託営業を行っていない者 

(７) 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っていない者 

(８) 国、県その他団体からの補助金の交付を受けていない者 



 

 （補助対象経費等） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、省電力家電

への更新に係る購入及び設置に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除

くものとする。 

(１) 中古品又はリース取引に基づき取得した設備等の購入に係る経費 

(２) 自宅兼事業所等に設置する省電力設備で専ら事業の用のみに使用するもの

でないと市長が認めたもの 

(３) 導入する設備等に係る保証料、保険料、保守サポート費用及び手数料に係

る経費 

(４) 消耗品の購入に係る経費 

(５) 既存設備等の修繕、撤去又は廃棄のみに係る経費 

２ 前項の補助対象経費の合計額が１０万円未満となる場合は、補助金の交付対象

としない。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（１,０００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、５０万円を上限とする。 

２ 補助金は、一の補助対象者に対し、それぞれ1回限りとし、予算の範囲内で交付

する 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、日光市中小事業者等省電力設備導入

費補助金申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

(１) 市内に事業所を有し、事業活動を営んでいることを証するもの 

(２) 登記事項証明書の写し（交付申請日前から３か月以内に発行されたもの。

補助対象者が法人の場合に限る。） 

(３) 補助対象設備の仕様が確認できる書類 

(４) 補助対象設備の導入に係る見積書の写し 

(５) 既存の更新前設備の写真及び補助対象設備の設置場所が確認できる書類 

(６)  誓約書兼同意書（様式第２号） 

(７) その他市長が特に必要と認める書類等 

２ 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額（補



 

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方

消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下

同じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申

請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限り

でない。 

（実績報告）  

第８条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業を完了したとき

は、規則第１３条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

(１) 補助対象設備の導入に係る契約書の写し 

(２) 補助対象設備の導入に係る領収証の写し 

(３) 補助対象設備の導入前後の状況が確認できる写真   

(４) その他市長が必要と認める書類  

２ 補助金の交付の決定を受けた補助対象者のうち第７条第２項ただし書に該当す

る者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明

らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならな

い。 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金

に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市中小事業者等省電力設備

導入費補助金消費税仕入控除税額報告書（様式第３号）により速やかに市長に報

告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の

返還を命じることができる。 

（調査に対する協力） 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた者は、この要綱による補助金の交付に関し

市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

別表（第３条関係） 

補助対象設備 性能等 その他要件 

エアコン エネルギーの使用の合理化及

び非化石エネルギーへの転換

等に関する法律（昭和５４年

法律第４９号）に基づく当該

設備の性能の向上に関する製

造事業者等の判断基準を達成

した製品 

(１) 設置工事を伴うもの 

(２) 室温調節機能がある 

もの 

ＬＥＤ照明及び人感

センサー 

(１) 電気工事を伴うもの 

(２) 照明設備の光源部の 

みを更新するもの又は人

感センサーのみを導入す

るものを除く。 

冷蔵庫、冷凍庫（冷

蔵ショーケースを含

む） 

 

温水器（ガス、石油、

電気） 

(１) 設置工事を伴うもの 

に限る 

 


